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平成15年10月２日、国土交通大臣により肱川水系河川整備基本方針が策定されました。これ
を受けて、四国地方整備局と愛媛県は共同で肱川水系河川整備計画を策定します。

、 。この際 を行うこととしています流域住民の皆様の意見をお聴きするための様々な取り組み

肱 川 の 河 川 整 備 計 画 づ くりの流 れをご 紹 介 します
肱川水系河川整備計画（素案）を平成１６年１月２３日に発表します。

意 見 交 換 会 に つ い て（その １）

に流域住民の皆様の意見をお聴きするための取り組みの一環として、肱川流域肱川水系河川整備計画
にお住まいの皆様に、その内容を ため肱川流域内の５箇所でわかりやすく説明し、ご意見をお聴きする

します。意見交換会を開催

意見交換会対象市町村(原則) 開催日時及び開催場所

①宇和町、野村町に在住の皆様 平成１６年２月２日（月）1９:00～21:00

野村町役場横 野村町中央公民館 （定員250名）

②肱川町、河辺村に在住の皆様 平成１６年２月３日（火）1９:00～21:00

肱川町役場横 肱川町町民ステーション （定員100名）

③長浜町に在住の皆様 平成１６年２月４日（水）1９:00～21:00

長浜町役場前 長浜町体育館 （定員250名）

④大洲市に在住の皆様 平成１６年２月５日（木）1９:00～21:00

大洲市東大洲270-1大洲市総合福祉ｾﾝﾀｰ（定員250名）

⑤大洲市に在住の皆様 平成１６年２月６日（金）1９:00～21:00

大洲市東大洲1582 リジェール大洲 （定員250名）

上記対象市町村以外の肱川流域に在住の方は、ご都合の良い会場にご参加ください。
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決 定

素案発表

意見 意見

第１回 H15.10.31
第２回 H15.12. 1
第３回 H16. 1.26
第４回以降 (未定)

原 案

愛媛県知事 関係市町村長

住民意見交換会
(H16.2.2～2.6)

関係団体等への説明会
意見ハガキの配布・意見募集
（Ｈ16.1.23～）

インターネットでの意見募集
（Ｈ16.1.23～）

情報コーナーの開設
（H16.1.8～）

ケ－ブルテレビでの放送

（H16.2.1～3月上旬）

公 聴 会
(H16.2.27)

流域内の関係市町村に
おいて開催

毎週水曜日開設

（初回のみ木曜日）

ニュースレターで委員会概要等
を全戸配布（H15.11～）

出 前 講 座 等

※［河川法第１６条の２ 第３項］

河川に関し学識経験を有するも
のの意見を聴かなければならな
い。

※［河川法第１６条の２ 第４項］

公聴会の開催等関係住民の意見
を反映させるために必要な措置を
講じなければならない。

※［河川法第１６条の２ 第
５項］

関係都道府県知事又は関
係市町村長の意見を聴か
なければならない。

肱川流域委員会

学学 識識 経経 験験 者者
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H 1 6 .  1 . 2 3H 1 6 .  1 . 2 3

ﾎﾎ--ﾑﾍﾟﾑﾍﾟ--ｼﾞｼﾞ掲載掲載

素 案 発 表素 案 発 表

意見意見

注）素案はH16.1.23から大洲河川国道事務所等でお渡しします。
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意 見 交 換 会 に つ い て（その ２）

ハ ガ キ 、インターネット等 による意 見 募 集 に つ い て

公 聴 会 に つ い て

情 報 コーナー に つ い て

発行者 国土交通省四国地方整備局 大洲河川国道事務所 〒795-8512大洲市北只１５０３－１ ℡0893-24-5185

流域委員会やニュースレター・ホームページで河川整備計画策定についてこれまで説明した内容等を説明
します。また、１月２３日以降は肱川水系河川整備計画（素案）に対する意見もお伺いします。

場所：国土交通省 大洲河川国道事務所２F
〒795-8512 愛媛県大洲市北只1503-1

・受付：大洲河川国道事務所 調査第一課 （電話）0893-24-5189
・ に電話でお申し込み下さい。開催日の前日まで

、 。流域住民の方々から に対するご意見をいただくために 公聴会を開催します肱川水系河川整備計画 素案（ ）

日時：平成１６年２月２７日（金）１３時から１７時まで
場所：大洲市内（詳細につきましては後日公表致します ）。

． ． （ ） 、 。１ 肱川流域に在住の方 ２ 公聴会で肱川水系河川整備計画 素案 について 意見を公述して頂ける方

「公述申出書」を「国土交通省四国地方整備局河川計画課公聴会公述人担当係」まで１部提出して下さい。
。（ 、公述申出の期間は とします 郵送の場合も平成１６年１月２３日 金 から２月１６日 月 １７時（ ） （ ） まで

２月１６日までに到着したものに限ります ）。

、 、 。応募者が多数の場合は 公述人の数を制限する場合があり 公述人として選ばれた方には本人に通知します

流域住民の方々から に対するご意見を募集します。肱川水系河川整備計画（素案）

住所（市町村名 、氏名、ご意見）

〒760-8554 高松市福岡町４丁目２６番３２号 国土交通省四国地方整備局河川計画課内意見募集担当係宛

平成16年１月８日(木)開設

実 施 日 ①10:30-12:00 ②13:30-15:00 ③15:30-17:00 ④18:00-20:00
1/ 8(木) ○ ○ ○ ×
1/21(水) ○ ○ ○ ×
1/28(水) ○ ○ ○ ×
2/ 4(水) ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ×2/ 7(土)
2/10(火)夜 × × × ○

○ ○ ○ ×2/11(水)祝
2/18(水) ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ×2/22(日)
2/25(水) ○ ○ ○ ×
3/ 3(水) ○ ○ ○ ×
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至 松山

長浜町体育館

館長 浜 町 体 育
肱川町町民ステーション

野村町中央公民館

※公述人お一人の持ち時間は２０分とさせていただきます。

公述申出書の様式は１月２５日の新聞朝刊をご覧ください )（ 。

【事務所位置図】

hijikawa@skr.mlit.go.jp平成16年１月23日（金）から２月27日（金）まで


